
妊婦健康診査等委託単価の改正に伴う留意事項について（第 8 版） 

 

 令和 8年 4月 1日及び 6月 1日からの県内各市町における健診業務等の委託単価は表のとおり

です。請求の際には次の事項にご留意ください。 

 

１ 同一区分で単価の異なる結果票が混在する場合は，請求書を必ず分けてください。 

  例：東広島市の新生児聴覚検査の 4月 1日以降（5,540 円）と 3 月 31 日以前（2,840 円）が

混在する場合 等 

（単価が異なる結果票が同一の請求書に混在して集計してある場合，全て返戻となる場合が

あります。） 

 

２ 総括表は分けず 1枚にまとめて請求してください。 

 

 


